
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋都市計画地区計画の変更計画書 

 

 

 

（ 徳 重 駅 周 辺 地 区 計 画 ） 

 

 

 

（ 名 古 屋 市 決 定 ） 



 
 

 

名古屋都市計画地区計画の変更（名古屋市決定） 

 

 都市計画徳重駅周辺地区計画を次のように変更する。 

名    称  徳重駅周辺地区計画 

位    置  名古屋市緑区元徳重一丁目の一部 

面    積  約１０．３ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区計画の目標  本地区は、市の南東部に位置し、現在土地区画整理事業によ

り計画的な開発整備が進められている。緩やかな丘陵地で形成

された緑豊かな環境であるとともに、名古屋市高速度鉄道第６

号線の徳重駅などの交通関連施設、区役所支所などの公共公益

施設、大規模商業施設といった駅周辺にふさわしい施設が計画

されている。 

 このため、新市街域の地下鉄駅周辺にふさわしい魅力と賑わ

いを創出するとともに、緑豊かな居住環境と調和した良好な市

街地環境の形成を目指す。 

土地利用の方針  地区の特性に応じて区域を３種類に区分し、それぞれ次の方

針により誘導する。 

１ 北西地区 

 後背の住環境に配慮した公共公益施設を中心とした新た

な地域拠点にふさわしい土地利用を図る。 

２ 南西地区 

 後背の住環境に配慮した地域の利便性の向上に資する商

業施設の誘導を図る。 

３ 東地区 

 主に中低層住宅を中心とした緑豊かな居住環境の形成を

目指した土地利用を図る。 

建築物等の整備方針 １ 敷地内に空地を確保するため、建蔽率の最高限度及び壁面

の位置の制限を定める。 

２ 敷地の細分化を防ぐため、敷地面積の最低限度を定める。 

３ 駅周辺の高度利用と居住環境が調和した都市環境を実現

するため、高さの最高限度を定める。 

４ 緑豊かな都市環境を実現するため、緑化率の最低限度を定

める。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区の区

分 

区分の名称  北西地区  南西地区  東地区 

区分の面積  約２．２ｈａ  約２．６ｈａ  約５．５ｈａ 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

建築物の建蔽率の

最高限度 

 １０分の６ 

（建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）第５３条第３

項各号のいずれか

に該当する建築物

にあっては１０分

 １０分の６ 

（建築基準法第５

３条第３項各号の

いずれかに該当す

る建築物にあって

は１０分の１を、同

項各号のいずれに

 １０分の４ 

 ただし、都市計画

道路３･４･１７１

名古屋春木線から

２０ｍの区域につ

いてはこの限りで

ない。 



 
 

る 

事 

項 

の１を、同項各号の

いずれにも該当す

る建築物又は同条

第６項第１号に該

当する建築物にあ

っては１０分の２

をそれぞれ加えた

ものをもって最高

限度とする。） 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線から

３０ｍの区域につ

いてはこの限りで

ない。 

も該当する建築物

又は同条第６項第

１号に該当する建

築物にあっては１

０分の２をそれぞ

れ加えたものをも

って最高限度とす

る。） 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線及び

３･４･１７１名古

屋春木線から３０

ｍの区域について

はこの限りでない。 

建築物の敷地面積

の最低限度 

   １３０㎡ 

 ただし、建築物の

敷地が次の各号の

いずれかに該当す

る場合については

この限りでない。 

１ 公衆便所、巡査

派出所その他こ

れらに類する建

築物で公益上必

要なものの敷地。 

２ 都市計画道路

３･４･１７１名

古屋春木線から

２０ｍの区域に

ある敷地。 

壁面の位置の制限  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

から東側の道路（幅員１２ｍ）境界線ま

での距離は２ｍ以上とする。 

 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面から道路境界

線までの距離は１.

５ｍ以上、隣地境界

線までの距離は１

ｍ以上とする。 

 ただし、外壁の後

退距離の限度に満

たない距離にある

建築物又は建築物

の部分が次の各号



 
 

のいずれかに該当

する場合について

はこの限りでない。 

１ 外壁又はこれ

に代わる柱の中

心線の長さの合

計が３ｍ以下で

あること。 

２ 物置その他こ

れに類する用途

に供し、軒の高さ

が２.３ｍ以下、

かつ、床面積が５

㎡以下であるこ

と。 

３ 都市計画道路

３･４･１７１名

古屋春木線から

２０ｍの区域で

あること。 

建築物等の高さの

最高限度 

 建築物等の各部

分の高さは、次に掲

げるもの以下とす

る。 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線から

３０ｍの区域につ

いてはこの限りで

ない。 

１ ３１ｍ 

２ 当該部分から

前面道路の反対

側の境界線又は

敷地境界線まで

の真北方向の水

平距離が８ｍ以

内の範囲にあっ

ては、当該水平距

離に１.２５を乗

じて得たものに

１０ｍを加えた

もの、当該水平距

 建築物等の各部

分の高さは、次に掲

げるもの以下とす

る。 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線及び

３･４･１７１名古

屋春木線から３０

ｍの区域について

はこの限りでない。 

１ ３１ｍ 

２ 当該部分から

前面道路の反対

側の境界線又は

敷地境界線まで

の真北方向の水

平距離が８ｍ以

内の範囲にあっ

ては、当該水平距

離に１.２５を乗

じて得たものに

１０ｍを加えた

 



 
 

離が８ｍを超え

る範囲にあって

は、当該水平距離

から８ｍを減じ

たものに１.５分

の１を乗じて得

たものに２０ｍ

を加えたもの 

 

もの、当該水平距

離が８ｍを超え

る範囲にあって

は、当該水平距離

から８ｍを減じ

たものに１.５分

の１を乗じて得

たものに２０ｍ

を加えたもの 

緑化率の最低限度  １０分の２ 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線から

３０ｍの区域につ

いてはこの限りで

ない。 

 １０分の２ 

 ただし、都市計画

道路３･２･１６３

名古屋岡崎線及び

３･４･１７１名古

屋春木線から３０

ｍの区域について

はこの限りでない。 

 １０分の２．５ 

 ただし、都市計画

道路３･４･１７１

名古屋春木線から

２０ｍの区域につ

いてはこの限りで

ない。 

「区域、地区の区分は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 建築基準法の改正に伴い、建蔽率の最高限度に係る緩和規定を変更するものである。 

 


